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平成 30年度木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業 募集要領 

～ペレットストーブ、薪ストーブの購入・設置経費に５万円補助します～ 

 

福島県木材協同組合連合会（県木連）では、ペレットストーブや薪ストーブを購入・設置され

た方を対象に、購入・設置経費のうち 5万円を補助します。 

 

 購入・設置経費の補助を希望される方は、下記に記載している補助の内容、補助金交付の流れ

及び注意事項をご確認の上、申請していただきますようお願いします。 

 

Ⅰ 補助の内容                                

１ 補助額   ペレットストーブ、薪ストーブ１台あたり５万円 

          （薪ストーブは、二次燃焼構造を有するものに限ります） 

 

２ 補助台数  １００台（補助金は１名（１事業者）につき１台限りです） 

 

３ 募集期間  平成３０年６月１日(金曜日)から平成３１年２月２８日(木曜日) 

    注１）受付け終了日以降に到着した申請は無効です。 

注２）申請の受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時３０分までです。 

  注３）申請は郵送でも受付けますが、郵便の到着後、書類確認（必要に応じて現地確認）の

上受理となります。 

  注４）午後５時３０分の時点で申請が補助台数に達した日で募集を締め切ります。 

  注５）申請が応募台数を上回った場合、抽選により対象者を決定する場合があります。 

 

４ 申請資格  下記の全ての条件を満たすことが必要となります。 

（１）福島県内に住所を有し居住している者、又は福島県内で主に活動する事業者や団体である

こと。 

（２）購入するストーブは、ペレットストーブ又は薪ストーブであること。 

（３）使用場所は福島県内とし、個人の場合はその住居とし、事業者や団体の場合は、主たる活

動拠点施設（本店、支店、営業所等）とする。 

（４）平成３０年４月１日以降に（２）を購入・設置していること。 

（５）（２）の購入に要した経費が、本体価格、付属機器及び設置経費に係る費用を含めて総額

が５万円を超えていること。 

  

Ⅱ 補助金交付の流れ                             

１ 申請される方は、ストーブの購入・設置を行ってください（平成３０年４月１日以降）。 

 

２ 補助金交付申請書（様式１）（添付書類含む）を福島県木材協同組合連合会に提出してくだ

さい。 
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  ＊添付書類は以下（1）～（6）のとおりです 

 （１）申請者を確認できる書類の写し（運転免許証、住民票、登記事項証明書等）。 

なお、ストーブ設置場所がこれらに記載されている住所又は所在地と異なる場合には、

併せて、補助対象者が設置場所を所有していることが分かる書類（登記事項証明書等）

の写しを添付すること。 

（２）ストーブの購入時に発行された領収書の写し 

（３）領収書に記載された金額の内訳がわかる明細書 

（４）ストーブが設置されていることが分かる写真 

（５）設置したストーブの概要が分かるカタログ等の写し。ただし、薪ストーブの設置にあっ

ては、二次燃焼機能を有することが確認できるものとする。 

（６）口座振替申出書（参考様式１） 

 

３ 申請書類の審査（県木連） 

  必要に応じ、現地確認をする場合があります。 

 

４ 交付決定通知（様式２）の送付と補助金の交付(５万円) （県木連） 

申請書類の不備等なければ、補助金交付決定通知を申請者の方に郵送するとともに、補助

金 5万円を交付します。 

 

５ ストーブの利用アンケート（様式３）を指定された期日までに県木連に提出 

補助金交付決定通知の郵送と併せて、ストーブ利用状況に関するアンケートをお送りしま

すので、回答にご協力願います（返送期日・記載例等は補助金交付決定通知・アンケートに

記載しています）。 

 

Ⅲ 注意事項                                 

１ 補助金交付に関する事項 

（１）補助金の申請をしても、設置されていない場合は、補助金の交付対象とはなりません。 

（２）この事業は福島県からの補助事業で実施しており、福島県で定めた規程に従わなかった場

合などは、補助金の交付を取り消す場合や返還を命じることがあります。 

（３）抽選（Ⅰ３注５）を行う場合、抽選方法、時期などについては対象者に後日お知らせしま

す。  

 

２ 焼却灰の取扱について 

 木質燃料に放射性物質が付着している場合は、燃焼により放射性物質が灰に濃縮されることか

ら、焼却灰の扱いには次の点に注意してください。 

 

  ○灰を扱う際は念のためマスクや手袋を着用し、作業を行ってください。 

  ○溜めて処分するのではなく、小まめに処分してください。 

  ○捨てる際は、各市町村の処分方法に従ってください。 
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  ○土壌に散布することは控えてください。 

  ○食品の加工や調理（アク抜き等）に使用しないでください。 

 

Ⅳ 交付手続きの窓口・問い合わせ先                         

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 申請書様式等                               

   申請書様式等は、ホームページから入手できます。 

県木連ホームページ ： http://www.fmokuren.jp/ 

  

福島県木材協同組合連合会 

 電話０２４－５２３－３３０７ 

〒960-8043 

     福島市中町５番１８号 林業会館２Ｆ 

  ＦＡＸ        ０２４－５２１－１３０８ 

  Ｅ－ｍａｉ       info@fmokuren.jp 

    

http://www.fmokuren.jp/
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様式１ 

    年  月  日 

 福島県木材協同組合連合会 宛 

 

申請者（購入者）住 所 又 は 所 在 地 〒 

                                   

氏 名                      印  

（法人・団体名及び代表者職氏名）                    

電話番号                       

 

木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業 
補助金交付申請書 

 下記のとおり補助金 50,000円を交付申請します。 

記 

 

１購入したストーブ 

 

 

 

 

 

（メーカー名） 

 

（機種・製品名） 

 

（使用燃料）※該当するものに ○ を付けてください。 

  ペレット     薪     ペレット・薪兼用 

 
２ストーブ販売事
業者 

 
住 所 〒 
 
会社名 
 
代表者職氏名 

３購入年月日 

使用場所 

購入年月日   年  月  日 

使用場所（住所） 

 

４購入・設置等経費(

A) 

                                 円（税抜き）  

※1 5万円を超えていること。 

※2 金額の内訳がわかる明細書を添付すること（以下、７添付書類（3）参照） 

５他の補助金等の交

付がある場合 (B) 

補助額                      円 

補助者 

６補助対象経費 

(A)-(B) 

                                  円 

 

７添付書類 （1）申請者の確認書類（運転免許証、住民票等）の写し（使用場所がこれらに記

載されている所在地と異なる場合には、申請者が使用場所を所有していることが分かる書類

（登記事項証明書等）の写しを追加添付すること） 

（2）領収書の写し、（3）領収書の内訳金額がわかる明細書、（4）ストーブが

設置されていることがわかる写真、（5）カタログ等の写し（薪ストーブの場合は

二次燃焼機能が確認できること）（6）口座振替申出書 

以上 



5 

 

 参考様式１ 

 

  年  月  日 

 

 福島県木材協同組合連合会 宛 

 

（申請者） 

〒   －     

住  所 

氏   名           印 

電話番号 

（※日中連絡が取れるもの） 

 

口 座 振 替 申 出 書 

 

 

木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業補助金については、下記の預金口座

へ振り込んでください。 

 

 

 銀 行 名   本・支店名   

 預金種目   当座預金 ／ 普通預金（※貯蓄預金は対応できません）  

 口座番号         ※右詰めで記入して下さい。 

 フリガナ  

 

 口 座 名  

 

※預金通帳の写し（本支店名等、上記の内容が確認できる部分）を添付してく

ださい。 

※申請者本人名義の口座とします。 
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様式２ 

 

年   月   日   

 

 （申請者名） 様 

 

 

補助事業者 所在地 〒 

                                   

名 称                      印  

代表者名                       

 

木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業交付決定通知書 

 年 月 日付けで申請ありました、木質バイオマス利用ストーブ普及支援事業について、下記

のとおり補助金を交付します。 

 また、別紙の木質バイオマス利用ストーブ普及支援アンケートにご協力をお願いします。 

記 

１ 補助金交付額     円 
 
２ アンケートへの協力について 

木質バイオマスの利用状況や普及状況を把握するため、別紙の木質バイオマス利用スト
ーブ普及支援アンケートを平成３１年３月５日までに返送願います。 

 
３ 留意事項 
（１）補助金を受けたストーブを譲渡、交換、貸付又は担保の対象にする場合、設置後 年

間は知事の承認が必要になります。 
 
（２）上記に違反した場合や虚偽の申請等により補助金を得た場合は、補助金の交付を取り

消すか返還を求める場合があります。 
 
（３）ストーブの現状について現地調査を行う場合がありますので、申請者は協力すること。 
 

※必要に応じて振込先、振込予定日等記載可能。 

 

 

事務担当者 氏名、電話番号等を記載                           
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